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議
院
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男
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提
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員
制
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に
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す
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に
対
し
、
別
紙
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弁
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を
送
付
す

る
。



衆
議
院
議
員
鈴
木
宗
男
君
提
出
外
務
省
の
在
外
公
館
派
遣
員
制
度
に
関
す
る
第
三
回
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
に
つ
い
て

御
指
摘
の
者
に
対
す
る
外
交
旅
券
の
発
給
に
際
し
て
の
個
々
の
事
情
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
は
、
在
外
公
館
の
円
滑
な
業

務
遂
行
に
支
障
を
来
す
お
そ
れ
が
あ
る
こ
と
等
か
ら
、
差
し
控
え
た
い
。

二
に
つ
い
て

先
の
答
弁
書
（
平
成
二
十
一
年
六
月
二
十
六
日
内
閣
衆
質
一
七
一
第
五
四
七
号
）
三
及
び
四
に
つ
い
て
で
お
答
え
し
た
と

お
り
、
御
指
摘
の
派
遣
員
に
対
し
て
支
払
わ
れ
て
い
る
報
酬
、
住
居
費
、
渡
航
に
係
る
費
用
等
の
金
額
等
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の

者
に
つ
い
て
異
な
る
も
の
で
あ
る
。

三
、
五
及
び
六
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
「
積
算
根
拠
」
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
が
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
御
指
摘
の
派
遣
員
に
は
、
在
外
公
館

が
行
う
便
宜
供
与
等
に
従
事
す
る
者
と
し
て
適
切
な
報
酬
等
が
支
払
わ
れ
て
い
る
も
の
と
承
知
し
て
い
る
。

四
に
つ
い
て

十
人
で
あ
る
。

一



七
に
つ
い
て

先
の
答
弁
書
（
平
成
二
十
一
年
六
月
二
十
六
日
内
閣
衆
質
一
七
一
第
五
四
七
号
）
五
に
つ
い
て
で
お
答
え
し
た
と
お
り
で

あ
る
。

八
に
つ
い
て

先
の
答
弁
書
（
平
成
二
十
一
年
六
月
二
十
六
日
内
閣
衆
質
一
七
一
第
五
四
七
号
）
六
に
つ
い
て
で
お
答
え
し
た
と
お
り
で

あ
る
。

九
に
つ
い
て

お
尋
ね
に
つ
い
て
は
、
先
の
答
弁
書
（
平
成
二
十
一
年
六
月
二
十
六
日
内
閣
衆
質
一
七
一
第
五
四
七
号
）
七
に
つ
い
て
で

お
答
え
し
た
と
お
り
、
御
指
摘
の
業
務
を
行
う
そ
れ
ぞ
れ
の
在
外
公
館
の
体
制
、
業
務
の
内
容
等
に
よ
り
異
な
る
こ
と
か
ら
、

一
概
に
お
答
え
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。

二


